
    ①
平
成
18
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

　
の
所
得
金
額
を
所
得
控
除
の
合

　
計
額
か
ら
差
し
引
き
、
そ
の
金

　
額
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
金
額

　
か
ら
配
当
控
除
額
と
定
率
減
税

　
額
を
差
し
引
い
て
残
額
の
あ
る

　
人

②
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
、
次
の

　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超

　
え
る
人

・
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

　
超
え
る
人

・
給
与
の
支
払
い
を
２
カ
所
以
上

　
か
ら
受
け
て
い
る
人

　
給
与
所
得
の
あ
る
次
の
よ
う
な

人
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
所
得

税
が
も
ど
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
災
害
に
あ
っ
た
人

・
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

・
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で

　
取
得
し
た
人
で
、
一
定
の
要
件

　
に
あ
て
は
ま
る
人

　
　
源
泉
徴
収
票
、
各
種
証
明
書
、

　
領
収
書
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ

　
い
。

　
　
な
お
、
還
付
申
告
は
２
月
１

　
日
か
ら
受
け
付
け
し
ま
す
。

　
年
の
途
中
で
退
職
し
再
就
職
を

し
て
い
な
い
場
合
、そ
の
年
の
給
与

に
つ
い
て
は
普
通
、年
末
調
整
が
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。所
得
税
が
納
め
過

ぎ
に
な
っ
て
い
る
場
合
、確
定
申
告

を
す
る
と
所
得
税
が
も
ど
り
ま
す
。

　
平
成
18
年
中
に
、
土
地
や
建
物

な
ど
を
譲
り
渡
し
た
り
交
換
し
た

り
し
た
場
合
は
、
譲
渡
所
得
の
申

告
が
必
要
で
す
。

　　「
お
金
の
や
り
取
り
が
な
い
」、

「
手
元
に
お
金
が
残
っ
て
い
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、「
申
告

す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
」
と

思
っ
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

　
代
物
弁
済
、
財
産
分
与
、
保
証

債
務
、
現
物
出
資
、
法
人
に
対
す

る
資
産
の
贈
与
な
ど
や
買
い
替

え
、
交
換
、
競
売
、
収
用
、
公
売

等
の
場
合
に
も
譲
渡
所
得
の
申
告

が
必
要
と
な
り
、
佐
原
税
務
署
で

申
告
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
平
成
18
年
分
の
贈
与
税
申
告
と

納
税
は
、
２
月
１
日
か
ら
３
月
15

日
ま
で
で
す
。
昨
年
１
年
間
に
贈

与
を
受
け
た
方
は
、
贈
与
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

　
青
色
申
告
は
、
経
営
の
合
理
化

と
節
税
に
役
立
ち
ま
す
。
平
成
19

年
分
か
ら
青
色
申
告
を
す
る
方
は
、

３
月
15
日
ま
で
に
青
色
申
告
承
認

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　　
申
告
に
は
「
収
支
内
訳
書
」
の

添
付
が
必
要
で
す
が
、
内
訳
書
の

記
入
が
不
備
の
方
は
、
農
業
取
引

記
入
帳
な
ど
と
内
容
確
認
の
た
め
、

次
の
書
類
も
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

①
出
荷
や
販
売
の
農
作
物
、
金
額
、

　
取
引
先
、
取
引
期
日
な
ど
が
わ

　
か
る
も
の
（
預
金
通
帳
・
仕
切

　
書
・
積
算
書
・
出
荷
金
額
証
明

　
書
な
ど
）

②
受
取
共
済
金
、
補
償
金
、
雑
収

　
入
な
ど
の
金
額

③
農
作
物
の
家
事
消
費
量

④
小
作
料
、
作
業
委
託
料
、
雇
人

　
費
、
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
使
用
料
、

税
の
申
告�

月
　
日
〜
　
月
　
日�

2

3

16

15

申
告
書
は
正
し
く
自
書
作
成
で
お
早
め
に
！�


